
く
ら
し
の
ガ
イ
ド

市
や
国
、
道
か
ら
の
お
知
ら
せ

く
ら
し
と

住
ま
い

　
実
際
の
災
害
と
間
違
わ
れ
な
い
よ

う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
状
況

に
よ
り
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
時　
１
月
22
日
㈬
14
時
ご
ろ

※�

聞
き
逃
し
確
認
（
☎
�
０
１
９
３
）

問�　
総
務
Ｇ
（
☎
�
１
１
３
０
）

防
災
行
政
無
線
な
ど
の

情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す

●
法
定
調
書
の
提
出
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
分
の
『
給
与
所
得
の
源

泉
徴
収
票
等
の
法
定
調
書
』
、
『
給

与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
等
の
法
定
調

入
し
た
こ
と
の
お
知
ら
せ
が
届
き

ま
す
の
で
、
手
続
き
は
不
要
で
す
。

②�

の
方　
勤
務
先
で
加
入
手
続
き
を

す
る
の
で
手
続
き
は
不
要
で
す
。

③�

の
方　
第
２
号
被
保
険
者
の
勤
務

先
を
通
し
て
加
入
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※�

学
生
や
収
入
が
少
な
く
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
『
学
生

納
付
特
例
』
や
『
納
付
猶
予
制
度
』

『
免
除
制
度
』
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問　
年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

�

（
☎
�
２
１
３
７
）

書
合
計
表
』
は
所
轄
税
務
署
長
へ
、

『
給
与
支
払
報
告
書
（
個
人
別
明
細

書
・
総
括
表
）
』
、
『
退
職
所
得
の

特
別
徴
収
票
』
な
ど
は
受
給
者
の
住

所
地
の
市
区
町
村
長
へ
、
そ
れ
ぞ
れ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
法
定
調
書
の
種
類
ご
と
に
、

前
々
年
に
提
出
し
た
調
書
の
枚
数
が

100
枚
以
上
の
場
合
は
、
ｅ

－

Ｔタ
ッ
ク
ス

ａ
ｘ

な
ど
に
よ
る
提
出
が
必
要
で
す
。

提
出
期
限　
１
月
31
日
㈮

問　
法
定
調
書
関
係
：
室
蘭
税
務
署

�

（
☎
㉒
４
１
５
１
）

　
　
給
与
支
払
報
告
書
関
係
：
税
務
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
５
５
）

●�

書
か
な
い
確
定
申
告
！
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
と
ス
マ
ホ
を
使
っ
て

自
宅
か
ら
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
が
あ
れ
ば
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

で
申
告
が
で
き
ま
す
。

　
事
業
用
の
資
産
（
償
却
資
産
）
は

固
定
資
産
税
の
対
象
で
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
、
償
却
資
産
を
お
持
ち
の

方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

申
告
期
限　
１
月
31
日
㈮

問　
税
務
Ｇ
（
☎
�
１
１
５
５
）

　
ま
た
、
申
告
に
関
す
る
相
談
は
国

税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
０
５
７
０

⓿
５
９
０
１
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問　
室
蘭
税
務
署
（
☎
㉒
４
１
５
１
）

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、
加

入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
老
後
の
生
活
保
障
だ
け
で
は
な
く
、

病
気
や
け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

や
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
、
万
一
の

こ
と
に
備
え
て
加
入
者
同
士
が
互
い

に
支
え
合
う
制
度
で
す
。

●
加
入
者
の
種
別

①�

第
１
号
被
保
険
者
…
学
生
や
自
営

業
者
な
ど
第
２
号
・
第
３
号
被
保

険
者
に
該
当
し
な
い
方

②�

第
２
号
被
保
険
者
…
会
社
員
や
公

務
員
な
ど
厚
生
年
金
に
加
入
し
て

い
る
方

③�

第
３
号
被
保
険
者
…
第
２
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

●
加
入
手
続
き

①�

の
方　
市
役
所
か
年
金
事
務
所
で

手
続
き
が
必
要
で
す
。

※�

20
歳
に
な
っ
た
方
は
、
20
歳
に
な

っ
て
か
ら
２
週
間
を
め
ど
に
日
本

年
金
機
構
か
ら
、
国
民
年
金
に
加

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

１
月
は
償
却
資
産
（
固
定
資

産
税
）
の
申
告
月
で
す

20
歳
か
ら
国
民
年
金
の

加
入
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

忘れずに納めましょう
納期限は１月31日㈮です

　納付には、口座振替やコンビニ
エンスストア払い、スマートフォ
ン決済（P

ペ イ ペ イ

ayPay、L
ラ イ ン ペ イ

INEPay）、ク
レジットカード納付が便利です。
①市道民税（第４期）
②国民健康保険税（第８期）
③介護保険料（第７期）
④後期高齢者医療保険料（第７期）
※�スマートフォン決済やクレジッ
トカード納付では領収証は発行
されません。
問い合わせ　
　①税務グループ（☎�１１５５）
　②国民健康保険グループ
　　　　　　　　（☎�１７７１）
　③高齢・介護グループ
　　　　　　　　（☎�５７２０）
　④年金・長寿医療グループ
　　　　　　　　（☎�２１３７）

消防力の強化を進めています 令和７年４月新消防庁舎供用開始
問い合わせ　消防本部総務グループ（☎�９６１１）
　富岸町に建設中の新消防庁舎に、消防車両が安全かつ速やかに
出動するために付近通行車両や歩行者に消防車両の出動を事前に
知らせる『出動表示灯』を設置し、仮運用を開始する３月28日㈮
から使用します。
　新消防庁舎の供用開始に伴い、現在の消防署鷲別支署の機能は
４月以降新消防庁舎へ移転しますが、引き続き消防団車両を配置
し、地域防災の要である消防団鷲別分団の拠点として活用します。

１月10日は『110番の日』　緊急通報は110番、相談電話は＃9110番に
7  ２０２5．１月号  くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド ※�内容については、12月16日現在の情報を掲載しています。�
イベントなどについて、中止や延期、内容などが変更と
なっている場合がありますので、ご注意ください。

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2024102200050/
https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/topics/kakutei/sakusei/index.htm
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2024102200050/
https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/topics/kakutei/sakusei/index.htm

